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医療事故情報収集等事業 血糖測定器の
    使用上の注意

財団法人 日本医療機能評価機構

イコデキストリンを含む透析液を投与中の患者の血糖測定に、グルコース脱水素酵
素（GDH）法のうち補酵素にピロロキノリンキノン（PQQ）を用いた血糖測定器を
使用したことにより、実際の血糖値より高値を示し、その値をもとにインスリンを投
与した事例が1件報告されています。（集計期間：2006年1月1日～2008年6月
30日、第13回報告書「共有すべき医療事故情報」に一部を掲載）。

GDH法のうち補酵素にPQQを使用する
  血糖測定器は、特定の患者には、
    実際の血糖値より高値を示すことがあります。

◆この他の血糖測定器については、添付文書等で測定方法等をご確認ください。

GDH法のうち補酵素にPQQを使用する血糖測定器を使用できない患者

GDH法のうち補酵素にPQQを使用する主な血糖測定器

マルトースを含む輸液等を投与中の患者

イコデキストリンを含む透析液を投与中の患者

ガラクトース負荷試験を実施中の患者

キシロース吸収試験を実施中の患者

プラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者
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血糖測定器に係る「使用上の注意」について、
厚生労働省からの通知が出されています。

血糖測定器の使用上の注意
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病棟にはGDH法を用いた血糖測定器とGOD（グルコースオキシダーゼ）法

を用いた血糖測定器があり、2種類の機器の区別を意識せずに使用していた。

イコデキストリン透析液を使用している患者に対し、GDH法を用いた機器

を使用し、その値をもとにインスリンを投与していた。

11日後、偶然、GOD法を用いた機器で血糖値を測定したところ、今までに

比べて低値であったため、疑問に思い、両方の機器で同時に血糖値を測定

すると、GDH法を用いた機器では215mg/dL、GOD法を用いた機器では

91mg/dLであった。機器の添付文書を確認すると、当該患者に対して

不適切な血糖測定器を使用していたことがわかった。
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※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、当事業
の一環として専門家の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。当事業の趣旨
等の詳細については、当機構ホームページに掲載されている報告書および年報をご覧ください。

　http://jcqhc.or.jp/html/accident.htm#med-safe

※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証
するものではありません。

※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課したりするものではありません。
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